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タイムラインとは 国土交通省

●災害が激甚化し、これまでに経験したことのないような被害が発生

●首長も防災担当者も多くは初めての経験であり、災害への想像力を持つことが難しい。

●大規模災害への対応は、用意周到な備えと臨機応変の対応が必要。
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○水防法改正（H29.5公布、H29.6施行）により、県管理河川でも「減災対策協議会」の設置が制
度化。減災対策協議会ではタイムライン等を作成し、各構成員の防災計画に位置付けが必要。

改正水防法によるタイムラインの位置付け 国土交通省

避難指示等発令



太田川水防災タイムラインで目指すもの 国土交通省

• タイムラインは、災害が発生することを前提として災害対応に従事する関係者が、「いつ」、「誰
が」、「何をするか」を時間軸に沿って整理し、関係者間で予め合意して文書化したもの
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タイムラインの定義

【適切な防災行動】
・防災関係機関の責任の明確化

→先を見越した早めの行動が可能となる
→不測の事態の対応に専念できる

・防災行動の抜け、漏れ、落ちの防止
→防災行動のチェックリストとして活用

【防災関係機関との関係構築】
・防災関係機関同士で顔の見える関係を構築
【災害対応の検証・改善】
・災害対応のふりかえり、改善の容易な実施

逃げ遅れ【立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態】
をゼロとすることが可能

社会経済被害【大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開でき
る状態】を最小にすることが可能

太田川水防災タイムラインの担うべき役割 ●人的被害の回避
• 早期の避難指示等の発令、安全な避難場所への誘導、地

下空間からの早期脱出等、水害・土砂災害による人的被
害の回避が可能

●要配慮者の支援
• 関係機関が連携することにより、要配慮者の安全な場所へ

の移送や養護、発災後のケアーが可能

●情報伝達体制の強化
• マスコミ等と連携することにより、様々なメディアで避難情

報等を伝達することが可能

●ライフラインの早期復旧
• 電気、ガス、水道、通信等の施設を保全することにより、ラ

イフライン機能の早期復旧が可能

●交通網の途絶の回避
• 運行停止や通行止めの判断、利用者の避難誘導、車両施

設の保全等を行うことにより、人的被害、致命的な交通網
の途絶を回避することが可能

逃げ遅れゼロ・社会経済被害の最小化
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太田川における多機関連携型タイムライン 国土交通省

逃げ遅れゼロ
社会経済被害の最小化

＜太田川の特徴＞ ・上・中流域には渓谷沿いに集落が点在
・百万都市 広島を貫流する大河川 ・下流域には人口が集積したデルタ域

国土交通省
広島市

安芸太田町

広島県

マスコミ

相互に連携して行動計画を作成

洪水と内水・高潮・土砂災害に対して脆弱な地域特性をもつ

多機関連携型タイムラインの策定

目指す目標・連携イメージ

公共交通機関
市民団体等

従来の「避難勧告に着目
したタイムライン」から裾野
を広げ、多方面で連携

各機関の災害対応の円滑化
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国土交通省マルチハザード対応タイムライン

洪水

高潮

内水 土砂災害

太田川水防災タイムライン

マルチハザード
対応

• 太田川水防災タイムラインは、『マルチハザード対応』として検討。

• 洪水と内水、高潮ならびに土砂災害を対象に、現状の各機関の防災行動計画を作成。

• 平成30年度に広島市と安芸太田町で、「試行版」が完成し、以降、運用を継続。



• 太田川水防災タイムラインにおいては、「1．準備」、「2．警戒」、「3．早期避難」、「4．避難」、
「5．応急対応」の5段階のステージを設定。

• 各段階（ステージ）に移行するためのトリガーは、次のとおり設定。

ステージ
（目標）

避難情報の発令
トリガー

洪水・内水 高潮 土砂災害

ステージ０
（平時）

ステージ１
（準備）

○太田川流域が台風の３日予報円に入る
○梅雨期間
○太田川の出水期（6/11～10/25）

ステージ２
（警戒）

○洪水警報の発表 ○高潮注意報の発表 ○大雨警報（土砂災害）の発
表

ステージ３
（早期避難）

○高齢者等避難 ○避難判断水位到達 ○高潮警報の発表
予測潮位 TP2.9m未満

○土砂災害危険度情報（3時
間前）の発表

ステージ４
（避難）

○避難指示 ○氾濫危険水位到達
○温井ダム異常洪水時防災操
作移行3時間前通知

○高潮警報の発表
予測潮位 TP2.9m以上

○土砂災害警戒情報の発表

ステージ５
（応急対応）

○緊急安全確保 ○危険水位到達
○氾濫発生
○温井ダム異常洪水時防災操
作移行1時間前通知

○高潮特別警報の発表
○高潮氾濫発生

○大雨特別警報の発表
○土砂災害発生

【広島市版】
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タイムラインのステージとトリガー 国土交通省
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タイムラインのステージとトリガー 国土交通省

ステージ
（目標）

避難情報の発令
トリガー

洪水・内水 土砂災害

ステージ０
（平時）

ステージ１
（準備）

○太田川流域が台風の３日予報円に入る
○梅雨期間
○太田川の出水期（6/11～10/25）

ステージ２
（警戒）

○洪水注意報の発表 ○大雨注意報の発表

ステージ３
（早期避難）

○高齢者等避難 ○避難判断水位到達 ○土砂災害危険度情報（2時間前）
の発表

ステージ４
（避難）

○避難指示 ○氾濫危険水位到達
○温井ダム異常洪水時防災操作移
行3時間前通知
○中電ダム放流通知

○土砂災害警戒情報の発表

ステージ５
（応急対応）

○緊急安全確保 ○危険水位到達
○氾濫発生
○温井ダム異常洪水時防災操作移
行1時間前通知

○大雨特別警報の発表
○土砂災害発生

【安芸太田町版】
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太田川水防災タイムラインの見方 国土交通省

ステージ毎の「目標」、「時間の目安」、
「情報・状況」を整理

対応するハザードを明示

「いつ」

「誰が」

担当機関の行動項目は
◎：行動の主体 〇：支援

行動項目は階層別に記載

担当機関を明示

「何を」

・各機関の行動項目のチェックリストとして活用し、各機関が連携してい

る行動項目を共有する。

※各機関における行動項目の具体的な内容については、各機関の各種マ

ニュアル等に基づき対応する。

対象災害 対象ハザード

共通 洪水、内水、高潮、土砂災害
洪水 洪水
洪・内 洪水、内水
洪・高 洪水、高潮
高潮 高潮
土砂 土砂災害

対象災害の凡例
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タイムラインステージ移行の考え方 国土交通省

・トータルステージ及びハザード毎のステージの実施例
トータルステージの設定は、ハザード毎のステージが異なる場合において最も危険なステージを適用し、

詳細表の対象項目欄「共通」に対応する行動項目を実施する。

洪水・内水：ステージ2

高潮 ：ステージ2

土砂災害 ：ステージ4

トータルステージ：ステージ4

■詳細表 対象災害（ハザード）毎の実施するステージ
・「共通」はステージ4の項目を実施
・「洪水･内水」はステージ2の項目を実施
・「高潮」はステージ2の項目を実施
・「土砂災害」はステージ4の項目を実施

⇐ 最も危険なステージ

ハザード毎ステージ



・タイムラインが運用された場合は、実施した行動を記録。（様式は任意）
・出水期後、運用のふりかえり等で各機関の行動を共有するとともに、タイムラインの改善点等について議論。
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タイムラインの運用について 国土交通省

１．タイムラインの立ち上げ

2．タイムラインステージの移行

3．関係機関の防災行動の共有について

台風等の発生を確認後、広島地方気象台、太田
川河川事務所、広島県、広島市、安芸太田町で、
電話やWEB会議でＴＬの立ち上げついて協議。

ＴＬの立ち上げについて、市町あるいは事務局から、メーリング
リストにて関係機関へ連絡。
タイムラインの運用を開始。

検討会構成員
広島地方気象台
太田川河川事務所

広島県
広島市
安芸太田町

メーリングリスト タイムラインの防災
行動を実施

気象情報や河川水位が各ステージのトリガーになった場合、ステージの移行をメーリングリストにて関係機関へ連絡。

事務局
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令和5年度版 太田川水防災タイムラインの変更箇所 国土交通省

1.タイムライン運用の手引きについて

2.タイムラインについて

【広島市版】

R4版 R5版 R4版 R5版

1 1
ステージ1のトリガーに「梅雨期間」「太田川の出水期（6/11～
10/25）」を追加

全 全
役割分担の広島市担当課名変更（健康福祉・地域共生社会課
→健康福祉企画課）

47 47 2 2 情報 防災情報 洪水予報（氾濫注意情報）発表・伝達
広島県危機管理監危機管理課「発」→「受」、広島市危機管理
室→「受」

55 55 2 2 住民対応 避難の呼びかけ 市民への注意喚起 各区地域おこし推進課→「◎」に修正

修正箇所

広島市版P7、安芸太田町版P7

広島市版P22、安芸太田町版P20

表3-1のステージ1のトリガーに「梅雨期間」、「太田川の出水期（6/11～10/25）」を追加

修正内容

5.7 関係者
・事務局に「広島県」を追加

広島市版P18、安芸太田町版P16

①立ち上げ
・「台風以外による出水の場合は、ステージ1からのスタートとならない場合がある。」→「梅雨期間、太田川の出水期（6/11
～10/25）は常に立ち上げておく。」に修正
表5-2のステージ1のトリガーに「梅雨期間」、「太田川の出水期（6/11～10/25）」を追加

広島市版P20、安芸太田町版P18

①事務局用メーリングリスト
・登録者に「広島県道路河川管理課」を追加
②広島市関係機関連絡用メーリングリスト／②安芸太田町関係機関連絡用メーリングリスト
・使用目的：「タイムライン検討会開催案内や、資料配布、簡単なアンケートの依頼等。」を削除し、「※タイムライン検討会
開催案内や資料配布、簡単なアンケートの依頼等は、別途、担当職員のメールアドレスから送付。」を添付

変更点
No ステージ 防災機能

（第１階層）
行動目標

（第２階層）
行動項目

（第３階層）
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令和5年度版 太田川水防災タイムラインの変更箇所 国土交通省

【安芸太田町版】

R4版 R5版 R4版 R5版

1 1
ステージ1のトリガーに「梅雨期間」「太田川の出水期（6/11～
10/25）」を追加

全 全
役割分担の安芸太田町担当課名変更（住民生活課→住民
課、福祉課→健康福祉課）

2 2 0 0 住民対応 避難所開設・運営 人員配置の当番づくり 総務課「◎」→「○」、住民課「○」→「◎」に修正

27 67 1 2 指揮 体制の確立 注意体制（県、町） 27は注意体制（県）のみ、注意体制（町）はステージ2に移動

38 120 1 3 現場対応 施設の保全 人員の確保（第一次警戒体制） ステージ1→3に移動

68 140 2 4 指揮 体制の確立 第二次警戒体制（町） ステージ2→4に移動

75 112 2 3 住民対応 避難所開設・運営 状況に応じて地域の避難所の開設 ステージ2→3に移動

82 80 2 2 緊急対応 避難誘導・救出救護 避難情報の広報【継続】 総務課→「◎」、消防団「◎」→「○」に修正

86 149 2 4 現場対応 施設の保全 人員の確保（第二次警戒体制） ステージ2→4に移動

－ 104 － 3 指揮 体制の確立 第一次警戒体制（町） 新たに設定

116 115 3 3 住民対応 備蓄資材確保 避難者の体調等の情報収集【継続】
総務課、加計支所、筒賀支所「◎」→「○」、住民課「○」→
「◎」に修正

140 141 4 4 指揮 体制の確立 非常体制（太田川、町）
141は非常体制（太田川）のみ、非常体制（町）はステージ5に
移動

147 148 4 4 緊急対応 避難誘導・救出救護 屯所待機、情報収集（安佐北消防） 屯所待機（消防団）に修正、消防団→「◎」に修正

164 166 5 5 指揮 体制の確立 非常体制（気） 非常体制（気、町）に修正

170 172 5 5 住民対応 避難の呼びかけ
避難の呼びかけ（防災無線、エリア
メール）【継続】

加計支所、筒賀支所「◎」→「○」に修正

187 189 5 5 報道 情報収集 道路情報の把握 建設課→「○」に修正

188 190 5 5 報道 情報収集 被害情報の把握 建設課→「○」に修正

No 防災機能
（第１階層）

行動目標
（第２階層）

行動項目
（第３階層）

変更点
ステージ
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タイムライン解説動画の作成 国土交通省

テーマ 主な活用場面 内容

①導入編

• 検討会後の各自の
学習時に、タイムラ
インの概要や目的
を確認する場面

• 新任担当者への引
継ぎの場面

1.タイムラインの概要・目的
2.タイムラインが想定する

被害
3.タイムラインの見方

②活用編

• 出水期前やタイムラ
インステージ移行時
に、タイムラインの
具体の運用方法を
再確認する場面

• 新任担当者への引
継ぎの場面

1.タイムラインの運用方法
2.タイムラインの運用上の

留意点
3.タイムライン運用上の

活用例

• 担当者の異動時の引継ぎや、タイムラインに関する繰り返し学習が可能なツールとして、
『タイムライン解説動画』を作成

ここまでの説明の補足として、想定シナリオについて、導入編により説明（3分程度抜粋）


